
 

 

豊橋市健幸なまちづくり協議会母子保健推進部会運営要領  

 

（設置）  

第１ 豊橋市健幸なまちづくり協議会規則第６条の規定に基づき、母子保健事業を円滑に

推進するため及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の２３第１項の規

定に基づく自立支援協議会として、母子保健推進部会（以下「部会」という。）を置く。 

（協議事項）  

第２ 部会は、次の事項を協議する。          

（１）  母子保健の向上及び事業の推進に関すること。    

（２）  小児慢性特定疾病の自立支援事業に関すること。  

（３）  その他必要な事項  

（組織）  

第３ 部会は、次に掲げる組織に属する者で構成する。  

（１）  医療関係団体  

（２）  医療施設  

（３）  学校関係者  

（４）  社会福祉関係者  

（５）  学識経験者  

（６）  患者家族団体  

（７）  関係行政機関  

（８）  その他部会長が適当と認めた者  

（部会長及び副部会長）  

第４ 部会に、部会長及び副部会長各１名を置く。  

２ 部会長は、委員の互選により定める。  

３ 副部会長は、委員の中から部会長が指名する。  

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

務を代理する。  

（会議等）  

第５ 部会の会議は、必要に応じ、健康部長が招集し、開催する。  

２ 会議の議長は、原則として部会長とする。ただし、協議の内容に応じて、部会長があ

らかじめ指定した者を議長とすることができる。  

３ 部会長は、協議の内容に応じて、委員以外の学識経験者等の必要な者を出席させるこ

とができる。  

（会議等の公開）  

第６ 部会の会議は、原則公開とする。ただし、豊橋市情報公開条例（平成８年豊橋市条

例第２号）第６条第１項各号に規定する非公開情報（以下単に「非公開情報」という。）

が含まれる事項について議題とする場合又は会議を公開することにより当該会議の適正

な運営に著しい支障が生ずると認められる場合であって、当該会議がその一部又は全部

を公開しない旨を議決したときは、この限りでない。  



 

 

２ 部会の会議録及び会議資料は、原則公開とする。ただし、これらに非公開情報が記録

されている場合は、当該部分は非公開とする。  

（報告）  

第７ 部会の会議での決定事項及び協議結果は、直近の豊橋市健幸なまちづくり協議会の

会議に報告するものとする。  

（記録の保管）  

第８ 部会長は、部会の会議の記録を整備し、これを適切に保管する。  

（庶務）  

第９ 部会の庶務は、健康部こども保健課において処理する。  

（その他）  

第１０ この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める  

ことができる。  

附 則  

この要領は、令和元年６月１７日から施行する。  

 附 則  

この要領は、令和６年９月１３日から施行する。  

 附 則  

この要領は、令和７年９月  ５日から施行する。  

 

 


